
去
る
、
６
月
28
日
（
金
）

15
時
よ
り
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

根
岸
５
階
会
議
室
に
て
第

36
回
労
供
労
組
協
総
会
が

10
組
合
、
20
名
参
加
の
下
、

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
に
真
島
勝
重
議
長

か
ら
「
労
供
労
組
協
総
会

は
例
年
は
３
月
か
４
月
に

開
催
し
て
い
た
が
、
港
湾

関
係
の
春
闘
が
未
だ
に
解

決
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ

り
日
程
が
組
め
ず
６
月
末

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
港

湾
の
業
界
団
体
で
あ
る
日

本
港
運
協
会
側
が
産
別
最

低
賃
金
要
求
に
回
答
す
る

こ
と
は
独
占
禁
止
法
に
觝

触
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
し

て
、
回
答
拒
否
を
続
け
た

こ
と
な
ど
か
ら
、
港
湾
関

係
で
22
年
ぶ
り
に
ス
ト
ラ

イ
キ
を
行
っ
た
。

Ａ
Ｉ
の
発
達
な
ど
で
労

働
者
の
働
き
方
が
大
き
く

変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
港

湾
に
お
い
て
も
名
古
屋
港

で
自
動
化
の
コ
ン
テ
ナ
タ
ー

ミ
ナ
ル
が
運
用
さ
れ
て
お

り
、
完
全
自
動
化
で
無
人

の
コ
ン
テ
ナ
台
車
が
動
い

て
い
る
。
そ
し
て
20
台
の

大
型
ク
レ
ー
ン
を
遠
隔
操

作
で
５
人
程
度
で
操
作
し

て
い
る
。
大
型
ク
レ
ー
ン

20
台
と
ト
レ
ー
ラ
ー
30
台

の
50
人
分
の
仕
事
を
５
人

で
行
う
よ
う
な
環
境
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
中
、
労
供
労
働
者
の

賃
金
を
始
め
と
す
る
労
働

条
件
の
向
上
に
向
け
て
こ

れ
か
ら
ま
た
１
年
、
皆
さ

ん
と
頑
張
っ
て
い
き
た
い
。
」

と
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
横
山
南
人
事

務
局
長
か
ら
第
１
議
題
の

２
０
１
８
年
度
経
過
報
告

と
第
２
議
題
の
２
０
１
８

年
度
活
動
方
針
提
案
、
さ

ら
に
、
２
０
１
８
年
度
決

算
報
告
と
２
０
１
９
年
度

予
算
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

２
０
１
８
年
度
経
過
報

告
で
は
、
「
２
０
１
５
年

の
労
働
者
派
遣
法
の
改
正

で
期
間
制
限
が
な
か
っ
た

専
門
26
業
務
の
考
え
方
が

な
く
な
り
、
原
則
３
年
の

期
間
制
限
が
設
け
ら
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
表
向

き
、
派
遣
契
約
と
な
る
供

給
・
派
遣
で
は
、
こ
の
期

間
制
限
は
極
め
て
不
都
合

と
な
る
。
そ
の
た
め
、
供

給
組
合
に
お
け
る
社
会
労

働
保
険
適
用
に
つ
い
て
厚

生
労
働
省
と
検
討
を
進
め

て
き
た
結
果
、
２
０
１
８

年
10
月
よ
り
供
給
組
合
で

の
社
保
適
用
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
」
と
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
「
２
０
１
８

年
の
職
業
安
定
法
改
正
で

労
働
者
供
給
に
つ
い
て
、

労
働
組
合
と
し
て
の
民
主

的
な
運
営
、
無
料
の
労
働

者
供
給
事
業
、
社
会
・
労

働
保
険
の
的
確
な
適
用
な

ど
、
労
働
者
供
給
事
業
を

営
む
労
働
組
合
が
守
る
べ

き
指
針
が
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
改
正
の
伴
い
、
既
存

の
労
働
者
供
給
事
業
者
が

許
可
要
件
を
満
た
し
て
い

る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
新

た
な
指
針
に
沿
っ
た
責
務

が
果
た
せ
て
い
る
か
ど
う

か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
問
題

の
あ
る
労
働
者
供
給
事
業

者
に
対
し
て
は
許
可
の
取

り
消
し
を
含
む
処
分
を
行

う
な
ど
厳
正
に
対
処
す
る

こ
と
を
求
め
て
、
２
０
１

８
年
11
月
16
日
に
大
阪
労

働
局
へ
、
同
月
19
日
に
東

京
労
働
局
へ
要
請
を
行
っ

た
。
」
と
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。

２
０
１
９
年
度
方
針
で

は
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
労

働
者
供
給
事
業
の
強
化
、

発
展
を
目
指
し
、
派
遣
に

代
わ
っ
て
労
供
を
拡
大
す

る
こ
と
、
日
雇
い
雇
用
保

険
・
特
例
健
康
保
険
制
度

の
拡
充
を
求
め
る
こ
と
、

昨
年
に
引
き
続
き
東
京
お

よ
び
大
阪
労
働
局
に
対
し

て
要
請
を
行
う
こ
と
な
ど

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
新
た
な
方
針

と
し
て
、
雇
用
に
よ
ら
な

い
働
き
方
の
拡
大
が
予
想

さ
れ
る
中
、
労
供
事
業
の

活
用
に
よ
る
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
の
組
織
化
の
検
討
が
掲

げ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
供
給
元
で
の
社

保
適
用
が
可
能
に
な
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
冊
子

「
労
供
・
派
遣
事
業
の
手

引
き
」
の
改
訂
を
検
討
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
の
後
の
各
組
合
の
報

告
お
よ
び
討
議
で
は
、
全

日
建
運
輸
よ
り
関
西
地
区

生
コ
ン
支
部
に
対
す
る
弾

圧
に
つ
い
て
、
「
業
界
側
、

そ
し
て
国
家
権
力
に
よ
る

不
当
な
弾
圧
が
続
い
て
い

る
。
き
っ
か
け
は
２
０
１

７
年
の
年
末
に
行
っ
た
統

一
ス
ト
ラ
イ
キ
だ
が
、
そ

の
後
、
業
界
側
か
ら
労
働

組
合
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ

い
て
組
織
犯
罪
で
あ
る
と

の
声
明
が
出
て
、
労
使
関

係
の
破
壊
攻
撃
が
始
ま
っ

た
。
そ
れ
に
輪
を
か
け
て

動
き
出
し
た
の
が
、
昨
年

の
７
月
か
ら
滋
賀
や
大
阪
、

最
近
で
は
京
都
の
警
察
だ
。

過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
労
働

組
合
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
犯
罪
行
為
で
あ
る
と
し

て
、
組
合
役
員
や
組
合
員

が
延
べ
で
67
人
が
逮
捕
さ

れ
、
そ
の
内
、
45
名
が
起

訴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
不
当
な
労
働
組
合
に
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対
す
る
攻
撃
に
つ
い
て
は
、

全
国
の
労
働
組
合
、
民
主

団
体
の
皆
さ
ん
の
力
を
借

り
て
跳
ね
返
す
と
い
う
取

り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

労
供
労
組
協
加
盟
組
合
の

皆
様
に
も
ご
協
力
を
お
願

い
し
た
い
。
」
と
の
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

全

建

総
連

か

ら

は

、

「
昨
年
７
月
の
西
日
本
豪

雨
時
の
応
急
仮
設
に
つ
い

て
、
６
団
地
２
４
８
の
応

急
仮
設
住
宅
を
作
っ
た
。

５
３
０
人
で
約
４
千
人
工

の
供
給
を
行
っ
た
。
愛
媛
、

広
島
、
岡
山
に
緊
急
に
事

務
所
を
設
け
て
大
工
を
集

め
た
が
、
人
手
不
足
も
あ

り
大
変
だ
っ
た
。
」
と
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

各
組
合
か
ら
の
報
告
・

討
議
の
後
、
横
山
事
務
局

長
よ
り
、
「
供
給
組
合
に

お
け
る
社
会
労
働
保
険
の

適
用
に
つ
い
て
」
お
よ
び

「
労
働
者
供
給
事
業
業
務

取
扱
要
領
の
改
訂
に
つ
い

て
」
の
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。
（
内
容
に
つ
い
て
は

下
記
を
参
照
）

そ
の
後
、
２
０
１
８
年

度
経
過
と
２
０
１
９
年
度

活
動
方
針
、
２
０
１
８
年

度
決
算
と
２
０
１
９
年
度

予
算
に
つ
い
て
採
択
が
取

ら
れ
、
賛
成
多
数
で
可
決

し
ま
し
た
。

役
員
に
つ
い
て
は
、
真

島
議
長
よ
り
２
０
１
９
年

度
役
員
提
案
が
あ
り
、
拍

手
を
も
っ
て
全
員
の
信
任

が
確
認
さ
れ
、
第
36
回
総

会
を
終
え
ま
し
た
。

日
々
雇
用
で
な
い
労
働

者
供
給
事
業
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
供
給
・
派
遣
の

仕
組
み
の
下
、
社
会
・
労

働
保
険
を
適
用
し
て
き
ま

し
た
。

２
０
１
５
年
９
月
30
日

に
施
行
さ
れ
た
改
正
労
働

者
派
遣
法
で
は
、
そ
れ
ま

で
専
門
26
業
務
に
お
い
て

は
派
遣
期
間
制
限
が
な
か
っ

た
と
こ
ろ
、
改
正
後
は
原

則
と
し
て
３
年
間
の
期
間

制
限
が
付
く
こ
と
に
な
り
、

供
給
・
派
遣
の
仕
組
み
の

元
で
は
表
向
き
派
遣
に
な

る
た
め
本
来
の
供
給
に
と
っ

て
は
そ
の
期
間
制
限
が
甚

だ
都
合
が
悪
い
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

そ
の
対
策
と
し
て
、
供

給
元
労
働
組
合
で
の
社
保

適
用
に
つ
い
て
、
厚
生
労

働
省
を
は
じ
め
、
労
供
研

究
会
等
で
も
検
討
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

検
討
を
重
ね
た
結
果
、

左
記
の
考
え
方
に
よ
り
２

０
１
８
年
10
月
よ
り
供
給

組
合
に
お
け
る
社
会
・
労

働
保
険
の
適
用
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

①
供
給
さ
れ
る
組
合
員
は

供
給
組
合
お
よ
び
供
給
先

企
業
と
雇
用
関
係
（
上
図

参
照
）
を
持
つ
。

②
供
給
組
合
は
、
供
給
先

企
業
に
代
わ
っ
て
組
合
員

に
対
し
て
社
保
を
適
用
で

き
る
。

③
雇
用
責
任
は
供
給
契
約

期
間
中
に
限
り
供
給
組
合

お
よ
び
供
給
先
企
業
が
負

う
。

【
労
働
者
供
給
事
業
者
の

責
務
の
追
記
】

２
０
１
８
年
１
月
１
日

施
行
の
改
正
職
業
安
定
法

で
（
労
働
者
供
給
事
業
の

許
可
）
45
条
に
二
項
が
追

加
さ
れ
た
関
係
で
労
働
者

供
給
事
業
業
務
取
扱
要
領

に
、
労
働
者
供
給
事
業
者

の
責
務
（
左
記
）
が
記
載

さ
れ
ま
し
た
。

イ
、
供
給
労
働
者
で
な
く
な

る(

脱
退
等)

自
由
の
保
障

ロ
、
労
働
組
合
の
規
約
の

遵
守
と
民
主
的
な
運
営

ハ
、
無
料
の
労
働
者
供
給

事
業

ニ
、
過
度
に
高
額
な
組
合

費
を
徴
収
し
な
い

ホ
、
社
会
・
労
働
保
険
の

適
切
な
適
用

ヘ

苦
情
に
た
い
す
る
迅
速
、

適
切
な
対
応

さ
ら
に
社
会
・
労
働
保

険
に
関
し
て
は
、
「
供
給

さ
れ
る
労
働
者
が
各
種
保

険
制
度
に
基
づ
い
て
確
実

に
保
険
が
適
用
さ
れ
る
よ

う
管
理
す
る
。
」
「
各
種

保
険
制
度
の
趣
旨
に
反
し

た
不
適
正
な
適
用
が
さ
れ

な
い
よ
う
管
理
す
る
。
」

と
し
、
「
供
給
元
と
供
給

さ
れ
る
日
雇
労
働
者
が
労

働
契
約
を
締
結
し
、
供
給

元
が
当
該
日
雇
労
働
者
の

雇
用
保
険
印
紙
貼
付
等
を

行
う
事
業
主
と
し
て
労
働

者
供
給
を
行
う
こ
と
は
で

き
な
い
こ
と
に
留
意
す
る

こ
と
。
」
と
記
し
て
い
ま

す
。

【
供
給
元
組
合
で
の
社
保

適
用
に
関
す
る
追
記
】

「
供
給
先
か
ら
供
給
手

数
料
的
性
格
の
経
費
を
徴

収
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

の
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、

２
０
１
８
年
10
月
よ
り
、

供
給
元
組
合
で
の
社
保
適

用
の
労
働
者
供
給
事
業
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
関

係
で
「
組
合
員
等
が
加
入

す
る
社
会
保
険
料
及
び
労

働
保
険
料
」
は
「
供
給
手

数
料
的
性
格
の
経
費
」
に

は
入
ら
な
い
こ
と
が
明
記

さ
れ
ま
し
た
。
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２
０
１
９
年
度
役
員

議
長

真
島
勝
重

（
全
港
湾
）

副
議
長

太
田
武
二

（
労
供
労
連
）

同
右

青
谷
充
子

（
音
楽
ユ
ニ
オ
ン
）

事
務
局
長

横
山
南
人

（
電
算
労
）

事
務
局
次
長

矢
野
勇
紀

（
サ
ー
ビ
ス
連
合
）

同
右

森
戸
佳
代
子

（
電
算
労
）

同
右

諸
見

力（
全
港
湾
）

同
右

横
山
千
春

（
介
護
・
家
政
職
ユ
ニ
オ
ン
）

会
計
監
査

緒
方
承
武

（
映
演
共
闘
）

供
給
組
合
に
お
け
る
社
会
労
働
保
険
の
適
用
に
つ
い
て

労
働
者
供
給
事
業
業
務
取
扱
要
領
の
改
訂
に
つ
い
て


